
 

健康福祉部 目標 
 

【概要】 

健康福祉部は、社会福祉課・福祉の窓口課・子育て支援課・介護福祉課・健康づくり

課・国民健康保険課の６課で構成し、地域福祉、生活保護、障がい者福祉、高齢者福祉、

児童福祉、健康づくり、保健及び医療に関する施策に取り組んでいます。 

健康福祉部の目標（令和４年度） 健康福祉部長 坂本 秀則 

【基本方向】 

子育てしやすいまち日本一、健幸都市、誰もが住んでよかったと実感できるまちづくり

のために、各課が連携し、子育て環境の更なる充実、健康長寿のための各種施策を実施す

るとともに、それぞれのライフステージにおける支援の充実を図ります。 

また、新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種の円滑な実施に努めます。 

【達成すべき目標】 

１ 生活保護の適正実施 

ケースワーカーによる被保護世帯の家

庭訪問により生活保護制度の理解を深

め、不正受給の防止を図るとともに、就

労可能な被保護者への就労支援を行い、

経済的自立及び日常生活における自立を

支援します。 

また、医療扶助費が増加していること

から、後発医薬品への移行が可能なケー

スを調査し使用促進を働きかけることで

本年度の後発医薬品使用率90％以上を目

指すほか、保健担当課との連携により健

診及び医療機関の受診勧奨等により健康

上の課題を把握するなど健康管理に対す

る支援をします。 

 

２ 地域生活支援拠点の円滑な実施  

今年度、運用開始に向け、市内の障が

い福祉事業所等の各機能における役割や

開設の順序を明確化します。 

また、緊急時に障害福祉サービス等の

支援が見込まれる世帯を、市内の障がい

福祉事業所等と連携して事前に把握し登

録することで、常時の相談体制を確保

し、緊急時に必要な支援を提供できる体

制を整備します。 

 

【目標の達成度】 

１ 生活保護の適正実施 

保護を廃止した世帯で不正受給が１件

発覚しましたが、被保護世帯については

ケースワーカーによる家庭訪問等により

生活保護制度の理解を深めた結果、不正

受給はありませんでした。また、３世帯

が就労による収入を得るようになり、経

済的自立をしました。 

後発医薬品の使用率については、使用

率の低い被保護世帯や薬局への働きかけ

を行い、令和５年１月診療分の使用率は

90.8％となり目標を達成しました。今後

も後発医薬品の使用促進や健康管理に対

する支援を行います。 

 

 

２ 地域生活支援拠点の円滑な実施 

地域生活支援拠点事業に参加意向があ

る事業者に対し、「運用方針および運用

ロードマップの説明会」を開催し、６月

１日から運用を開始しました。 

また、地域包括支援センター会議、民

生委員会議及び、相談支援連絡会議等で

事業の周知を図り、緊急時に支援が見込

まれる方のうち、優先順位の高い方から

順次、台帳への登録を行いました。 

 



 

３ 青堀保育園の円滑な移管 

令和５年４月１日からの「純真福祉

会」による運営開始に向け、子どもや保

護者に安心して引き続き利用してもらえ

るよう、現運営者の「高砂福祉会」と市

の三者で協力・連携し、円滑な移管に取

り組みます。 

 

 

 

４ 第８期介護保険事業計画・高齢者福祉

計画の推進 

「保険者機能強化推進交付金」及び

「介護保険保険者努力支援交付金」の評

価指標となる事業について、昨年度獲得

した得点以上を目指し、計画を推進しま

す。 

また、地域包括支援センター業務がよ

り実効性のある体制となるよう介護保険

運営協議会において、確認・評価を行い

ます。 

 

 

 

 

 

５ 新型コロナウイルスワクチン接種の円

滑な実施 

国から示された接種方針に基づき、協

力医療機関での「個別接種」及び市施設

での「集団接種」を実施し、希望する市

民の方が円滑に、１日でも早く、安心し

てワクチン接種を受けられるよう努めま

す。 

なお、4回目接種については、60歳以上

の方及び18歳以上60歳未満の方のうち、

基礎疾患を有する方等に対し、年内には

接種を終えるよう努めます。 

 

 

３ 青堀保育園の円滑な移管 

純真福祉会、高砂福祉会及び市の三者

による保護者等説明会の開催、園長はじ

め令和４年度に在園していた職員の大

部分の継続雇用などにより、子どもや保

護者に安心して引き続き利用してもら

える環境を三者で協力・連携して整え、

令和５年４月からの円滑な運営移管が

実施できた。 

 

４ 第８期介護保険事業計画・高齢者福

祉計画の推進 

令和４年度保険者機能強化推進交付

金は、1,375点中612点（昨年度点数

1,590点中857点）、令和４年度介護保

険保険者努力支援交付金は、730点中

205点（昨年度点数885点中388点）でし

た。各事業の積極的な推進は引き続き

行い、加点できなかった指標について

は改善し、点数に反映できるよう努力

してまいります。 

また、令和４年度は、介護保険運営

協議会を４回開催し、地域包括支援セ

ンター業務等について、概ね適切に実

施された旨を確認、評価されました。 

 

５ 新型コロナウイルスワクチン接種の円

滑な実施 

オミクロン株対応ワクチンの接種につ

いては、１・２回目接種を完了した12歳

以上の全ての方を対象に市役所及び市民

会館での「集団接種」、市内13医療機関

による「個別接種」を実施し、約65％の

方の接種が終了しています。 

今後は、国からの接種方針等を見定め

た中で、引き続き市民の生命と健康を守

るため、国・県・君津木更津医師会など

の関係機関と連携しながら、希望する全

ての市民にワクチン接種の機会を提供で

きるよう、取り組んでまいります。 



 

 

６ 令和５年度国民健康保険税率等の見直

しに係る調整 

安定した国民健康保険事業運営を行う

ため、令和３年度に作成した収支見通し

を基にした税率等の見直し案作成、国民

健康保険事業運営協議会への諮問、国保

税条例の改正、被保険者への周知、シス

テム改修等を経て、令和５年度から改正

税率等を円滑に施行できるよう調整を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 令和５年度国民健康保険税率等の見直

しに係る調整 

  収支見通しを基にした税率等の見直し

案の作成、国民健康保険事業運営協議会

への諮問・答申、市議会への改正国保税

条例案の提出・可決を経て、令和４年度

納税通知書へ周知文を同封し、国保だよ

り等への記事掲載により被保険者等にあ

らかじめ周知を行い、令和５年度から改

正税率等を円滑に適用するため準備を進

めました。 



 

社会福祉課 目標 
 

【概要】 

社会福祉課は、社会福祉係・生活福祉係の２係10名で構成し、地域福祉、生活困窮者へ

の支援及び生活保護に取り組んでいます。 

社会福祉課の目標（令和４年度） 社会福祉課長 大川 美佐子 

【基本方向】 

高齢者、低所得者が安心して暮らせる地域づくりを構築するため、要援護者地域見守り

事業を推進するほか、生活困窮世帯等の子どもの学習支援及び生活保護の適正実施等に取

り組みます。 

【達成すべき目標】 

１ 要援護者地域見守り事業の推進 

民生委員や関係機関と連携を図り、要

援護者地域見守り事業を推進するととも

に、市民への制度周知に努め、地域ぐる

みで要援護者を支え合う地域づくりを目

指します。 

 

 

 

 

２ 福祉避難所の運営マニュアルの策定 

関係機関等と協議し、問題点を洗い出

すとともに、入所の判断基準等を具体的

に検討した上で、設置及び運営方法に関

するマニュアルを作成します。 

 

 

 

３ 子育て世帯等臨時特別支援事業（住民

税非課税世帯等に対する臨時特別給付

金）の円滑な実施 

新型コロナウイルス感染症の影響が長

期化する中、様々な困難に直面した方々

が、速やかに生活・暮らしの支援を受け

られるよう、住民税非課税世帯等に対し

て、臨時的な措置として実施する本事業

の十分な周知を図るとともに、申請手続

き及び給付手続きを円滑かつ確実に行い

ます。 

【目標の達成度】 

１ 要援護者地域見守り事業の推進 

地域ぐるみで要援護者を支え合う地域

づくりを継続するため、従来からの事業

周知、民生委員や関係機関と連携強化に

努めました。本事業の支援者として重要

な役割を担う民生委員・児童委員の一斉

改選に伴い、本事業のサービス水準が低

下しないよう、新任者研修会を実施する

など連携体制を確保しました。 

 

２ 福祉避難所の運営マニュアルの策定 

国の臨時的な給付金事業の適正かつ円

滑な実施や職員数の減少に伴い、福祉避

難所設置・運営マニュアルの策定には至

りませんでした。次年度は、関係部局と

の協議を進め、福祉避難所設置運営体制

の整備について検討を進めます。 

 

３ 子育て世帯等臨時特別支援事業（住民

税非課税世帯等に対する臨時特別給付

金）の円滑な実施 

令和３年度から実施した子育て世帯等

臨時特別支援事業は、制度改正や物価等

の高騰に伴う新たな事業が追加となりま

したが、申請手続き及び給付手続きを円

滑かつ確実に行うため、受付・相談体制

の整備を図るとともに、市民周知に努

め、支援事業を完了しました。 

 



 

 

４ 子どもの学習支援事業 

生活困窮世帯等の子ども（中学生及び

小学４年生から小学６年生）に対して、

学習支援、居場所の提供等を行い、学習

意欲向上・習慣化・基礎学力向上を促し

て自ら学ぶ力を養うほか、日常生活習

慣、社会性及び自己肯定感を育むととも

に、子どもの高等学校等への進学又は将

来における安定就労に繋げ、貧困の連鎖

を防止します。また、保護者を就労準備

支援事業につなげ、自立支援の強化を図

ります。 

 

５ 生活保護の適正実施 

ケースワーカーによる被保護世帯の家

庭訪問により生活保護制度の理解を深

め、不正受給の防止を図るとともに、就

労可能な被保護者への就労支援を行い、

経済的自立及び日常生活における自立を

支援します。 

また、医療扶助費が増加していること

から、後発医薬品への移行が可能なケー

スを調査し使用促進を働きかけることで

本年度の後発医薬品使用率90％以上を目

指すほか、保健担当課との連携により健

診及び医療機関の受診勧奨等により健康

上の課題を把握するなど健康管理に対す

る支援をします。 

 

 

 

４ 子どもの学習支援事業 

生活困窮世帯に属する小学４年生から

中学生に対して、学習支援、居場所の提

供等を実施した結果、高等学校への進学

率は100％という実績でした。 

しかし、利用者は16名に留まっていま

す。次年度においては、利用につながる

効果的な周知等を図り、子どもの学習支

援の他、生活習慣等の習得と併せ、子ど

もの養育支援を通じた世帯全体への支援

を広げていきます。 

 

 

５ 生活保護の適正実施 

保護を廃止した世帯で不正受給が１件

発覚しましたが、被保護世帯については

ケースワーカーによる家庭訪問等により

生活保護制度の理解を深めた結果、不正

受給はありませんでした。また、３世帯

が就労による収入を得るようになり、経

済的自立をしました。 

後発医薬品の使用率については、使用

率の低い被保護世帯や薬局への働きかけ

を行い、令和５年１月診療分の使用率は

90.8％となり目標を達成しました。今後

も後発医薬品の使用促進や健康管理に対

する支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

福祉の窓口課 目標 
 

【概要】 

  福祉の窓口課は、障がい福祉係と家庭相談係の２係15名（正規10名・再任用１名、会計

年度任用職員４名）で構成し、福祉に関する相談窓口のワンストップ化、障害者手帳の交

付進達、障害福祉サービスの認定・支給、障がい児者への各種手当や医療費の助成、子ど

もとその家庭及び妊産婦への必要な支援、ＤＶや各種虐待への対応などを担っています。 

福祉の窓口課の目標（令和４年度） 福祉の窓口課長 木村 美文 

【基本方向】 

 第６期障害福祉計画（第２期障害児福祉計画）の成果目標の達成に向けた取り組みを推

進します。また、「子ども家庭総合支援拠点」を円滑に実施するための連携体制を強化

し、取り組みを一層進めると共に、DV・虐待防止計画に掲げる各施策を着実に実施しま

す。 

【達成すべき目標】 

１ 基幹相談支援センターの円滑な実施及

び運営 

  基幹相談支援センター機能の充実を図

るため、医療・保健・教育・警察・就労な

どの各関係機関との更なる連携強化を積

極的に推進し、障がいのある方一人ひとり

のライフステージに応じた総合的かつ専

門的な相談支援体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域生活支援拠点の円滑な実施 

  今年度、運用開始に向け、市内の障が

い福祉事業所等の各機能における役割や

開設の順序を明確化します。 

また、緊急時に障害福祉サービス等の

支援が見込まれる世帯を、市内の障が

い福祉事業所等と連携して事前に把握

し登録することで、常時の相談体制を

確保し、緊急時に必要な支援を提供で

きる体制を整備します。 

 

【目標の達成度】 

１ 基幹相談支援センターの円滑な実施及

び運営 

  障がいのある方一人ひとりのライフス

テージに応じた総合的かつ専門的な相談

支援の充実を図るため、毎月市の担当ケ

ースワーカーや障害福祉サービス給付担

当と基幹相談支援センター職員とで支援

会議を実施しました。 

また、医療・保健・教育・警察・就労

などの各関係機関との更なる連携強化を

積極的に推進するため、基幹相談支援セ

ンターと協議し、地域連携会議の設置に

向けて運用方針（案）を作成し、準備を

進めました。 

 

２ 地域生活支援拠点の円滑な実施 

地域生活支援拠点事業に参加意向があ

る事業者に対し、「運用方針および運用

ロードマップの説明会」を開催し、６月

１日から運用を開始しました。 

また、地域包括支援センター会議、民

生委員会議及び、相談支援連絡会議等で

事業の周知を図り、緊急時に支援が見込

まれる方のうち、優先順位の高い方から

順次、台帳への登録を行いました。 

 



 

３ 子ども家庭総合支援拠点の円滑な実施 

「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て

世代包括支援センター」が円滑に連携・

協力するための体制整備を推進し、支援

を必要としている子どもやその家庭等へ

の訪問による相談支援、見守り活動など

を積極的に展開することで、子どもが心

身ともに健やかに育成される環境を構築

します。 

 

 

 

 

 

４ 富津市ＤＶ・虐待防止計画の推進 

 ＤＶ・虐待の根絶に向け、関係機関等

との相談窓口の相互連携の強化を図り、

安心して相談できる環境の拡充を図りま

す。 

 また、専門支援機関や民間支援団体等

との協働による包括的な支援提供に向け

た取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 子ども家庭総合支援拠点の円滑な実施 

定期的に連携会議を開催し、「子ども

家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括

支援センター」及び関係機関等との連携

体制の強化や困難事例の検討を行い、体

制の充実を図りました。 

また、来庁による相談だけでなく、自

宅等への出張相談支援や、保育所

（園）、認定こども園、幼稚園、小中学

校、放課後児童クラブ、子ども食堂への

巡回訪問を実施して関係機関等との連携

を強化するなど、子どもが健やかに育成

される環境の構築に努めました。 

 

４ 富津市ＤＶ・虐待防止計画の推進 

関係機関等と委託事業所連携勉強会を

開催し、相互連携の強化を図り、早期相

談・早期支援のできる環境の拡充を図り

ました。 

また、市内児童入所施設や、警察及び

保健所等のＤＶ支援機関と協働による包

括的な支援提供について検討を行いまし

た。 

 

 



 

子育て支援課 目標 
【概要】 

子育て支援課は、子育て支援係・保育係の２係12名と７保育所及び地域交流支援セン

ターで構成し、各種手当の支給や子ども医療費の助成、就労世帯等における保育に欠ける

児童の保育所での保育、地域交流支援センターでの病後児保育の実施など、切れ目のない

きめ細やかな子育て支援に取り組んでいます。 

健康福祉部の目標（令和４年度） 子育て支援課長 小野田 隆博 

【基本方向】 

安心して子育てができ、子どもたちの笑顔があふれ、子育てが喜びとして感じられるま

ちづくりを目指します。 

【達成すべき目標】 

１ 青堀保育園の円滑な移管 

  令和５年４月１日からの「純真福祉

会」による運営開始に向け、子どもや保

護者に安心して引き続き利用してもらえ

るよう、現運営者の「高砂福祉会」と市

の三者で協力・連携し、円滑な移管に取

り組みます。 

 

 

 

２ 需要の減少予測に基づく、公立保育所

の再配置 

  少子化による総体的な保育需要が減少

する一方、０・１・２歳児を主とする低

年齢児の保育需要の増加及び多様な保育

サービスに対応するため、令和４年３月

に策定した「富津市市立保育所再配置計

画」に基づき、地区ごとの取り組みに着

手します。 

 

３ 第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業

計画の中間年の見直し 

令和２年から令和６年までの５か年計

画の中間年となるため、教育・保育事業

及び子育て支援事業の量の見込みを分析

し、切れ目のない、きめ細やかな子育て

支援策の見直しを図ります。 

 

 

【目標の達成度】 

１ 青堀保育園の円滑な移管 

純真福祉会、高砂福祉会及び市の三者

による保護者等説明会の開催、園長はじ

め令和４年度に在園していた職員の大

部分の継続雇用などにより、子どもや保

護者に安心して引き続き利用してもら

える環境を三者で協力・連携して整え、

令和５年４月からの円滑な運営移管が

実施できた。 

 

２ 需要の減少予測に基づく、公立保育所

の再配置 

  「富津市市立保育所再配置計画」に基

づき、金谷地区における小規模保育所実施

場所兼送迎ステーションの候補地として、

コミュニティセンター、旧小学校及び旧民

間旅館の現地調査を実施した。今後、

様々な観点から比較検討を進めていく。 

 

 

３ 第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業

計画の中間年の見直し 

これまでの実績値を基に、令和５年度

及び令和６年度の教育・保育事業及び子

育て支援事業に係る量の見込み及び確

保方策について、目標どおり見直しを行

うことができた。 

 

 



 

 

４ 地域交流支援センターの周知及び世代

間交流の推進 

地域子育て支援拠点でもある地域交流

支援センター「カナリエ」の一層の周知

に取り組み、利用者の増を図ります。ま

た、高齢者や地域の利用機会を創出し、

子育て世代との世代間交流につなげま

す。 

 

 

４ 地域交流支援センターの周知及び世代

間交流の推進 

  子育て支援課LINEでイベントカレン

ダーを配信するほか、ベビーヨガ教室や

イベントの様子を動画で配信し、「カナ

リエ」の周知を図り、利用者を増やすこ

とができた。また、地域のサークルやフ

ァミリーサポートセンターの会員と合

同でクリスマス会を開催し、地域及び世

代間の交流を図ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

介護福祉課 目標 
 

【概要】 

  介護福祉課は、介護福祉係と高齢者支援係の２係15名で構成し、介護保険業務と高齢者

福祉業務に取り組んでいます。 

介護福祉課の目標（令和４年度） 介護福祉課長 長谷川 栄 

【基本方向】 

高齢者や介護を必要とする人が高齢者を支えるサービスや介護サービスを利用すること

により、住み慣れたまちで安心して暮らし続けられる環境を整えます。 

【達成すべき目標】 

１ 第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計

画の推進 

「保険者機能強化推進交付金」及び

「介護保険保険者努力支援交付金」の評

価指標となる事業について、昨年度獲得

した得点以上を目指し、計画を推進しま

す。 

また、地域包括支援センター業務がよ

り実効性のある体制となるよう介護保険

運営協議会において、確認・評価を行い

ます。 

 

 

 

 

２ 次期介護保険事業計画・高齢者福祉計

画策定に向けたニーズの把握 

  令和6年度から8年度までの3カ年を計画

期間とする第9期事業計画を策定するに当

たり、本年度は、基礎調査の一環として

認定調査員による在宅介護実態調査を初

め、国から示される調査項目を基に、業

務委託によりニーズ調査を実施します。

委託業者はプロポーザルによる選定を検

討します。 

 

 

 

 

 

【目標の達成度】 

１ 第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計

画の推進 

令和４年度保険者機能強化推進交付金

は、1,375点中612点（昨年度点数1,590点

中857点）、令和４年度介護保険保険者努

力支援交付金は、730点中205点（昨年度

点数885点中388点）でした。各事業の積

極的な推進は引き続き行い、加点できな

かった指標については改善し、点数に反

映できるよう努力してまいります。 

  また、令和４年度は、介護保険運営協

議会を４回開催し、地域包括支援センタ

ー業務等について、概ね適切に実施され

た旨を確認、評価されました。 

 

２ 次期介護保険事業計画・高齢者福祉計

画策定に向けたニーズの把握 

  ニーズ調査については、６月のプロポー

ザルにて選定された事業者と契約を締結

し、打ち合わせを経て、5,456件の利用者、

事業所に対しアンケート調査を実施しま

した。なお、本調査からの新たな取り組み

として、回答方法に WEB 回答方式を加

え、回答率の向上を図った結果 2,639件の

回答がありました。今後は本調査結果を参

考に第９期の計画策定に向け分析調査、ニ

ーズの把握を行ってまいります。 

 

 

 



 

 

 

 

３ 介護予防把握事業の実施 

  閉じこもり等の何らかの支援が必要な

方を早期に把握し、適切なサービスや市

が行う介護予防活動へつなげることを目

的に実施します。対象者は、75歳以上の

高齢者のうち、要介護認定等を受けてい

ない方へ、基本チェックリストを使用し

たアンケートを行います。 

 

 

 

４ 地域包括支援センターの選定及び指定 

富津・大佐和・天羽3地区の地域包括支

援センターに係る包括的支援事業等の業

務が、本年度で委託期間が満了となるこ

とから、令和5年度から3年間の委託開始

に向け、業務受託法人の公募を行いま

す。公募要項等を作成し、10月頃から募

集を開始、12月頃に受託法人を選定し、

介護保険運営協議会の承認を受け、指定

決定します。 

 

５ 介護保険料徴収率向上 

  未納者に対し文書及び電話による催

告、徴収困難案件や市税等重複滞納者は

納税課へ債権移管を行い、滞納処分等の

実施により、徴収率の向上を図ります。 

また、未納防止策として口座振替を推 

進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 介護予防把握事業の実施 

  基本チェックリストを使用したアンケ

ートについては、6月20日に事業者と契約

し、8月2日に調査票5,751件を発送しまし

た。回答者は3,940人で回答率は68.5％で

した。11月10日、回答者に日常生活に気

をつけてほしいことなどのアドバイス表

を発送しました。今後、分析結果を総合

事業や移動販売(生活支援体制整備事業)

等の基礎資料とします。 

 

４ 地域包括支援センターの選定及び指定 

地域包括支援センターの選定について

は、12月にプロポーザルを実施し、富

津・大佐和・天羽地区の日常生活圏域に

設置する地域包括支援センター業務受託

法人が指定され、２月開催の介護保険運

営協議会にて報告しました。契約締結

後、４月１日から業務の開始となりま

す。 

 

 

５ 介護保険料徴収率向上 

  65歳の年齢到達に伴い、新規に第１号 

被保険者となった者に対し、被保険者証

送付時に口座振替依頼書を同封し口座振

替の推進に取り組みました。  

  未納者に対しては、督促状の送付、文

書及び夜間の電話による催告を実施しま

した。また、滞納者へ給付制限の決定通

知を送付し、納付及び納付相談を促すと

共に、徴収困難案件は納税課へ債権移管

を行い、給与差押えなどの滞納処分を実

施しました。 

  

 



 

健康づくり課 目標 
【概要】 

健康づくり課は、健康づくり係・新型コロナウイルスワクチン接種推進班・特定健診係

の３係 22 名で構成し、市民の健康づくり支援に取り組むとともに、ワクチン接種の円滑

な実施に努めています。 

健康づくり課の目標（令和４年度） 健康づくり課長 地引 憲太郎 

【基本方向】 

 市民一人ひとりが健康に暮らせるよう各種健康増進事業や特定健康診査事業等を実施す

るとともに、妊娠期から子育て期までを通した切れ目のない、きめ細やかな母子支援に取

り組みます。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策としての決め手であるワクチン接種の円滑な実施

に努めます。 

【達成すべき目標】 

１ 新型コロナウイルスワクチン接種の円

滑な実施 

国から示された接種方針に基づき、協

力医療機関での「個別接種」及び市施設

での「集団接種」を実施し、希望する市

民の方が円滑に、１日でも早く、安心し

てワクチン接種を受けられるよう努めま

す。 

なお、４回目接種については、60歳以

上の方及び18歳以上60歳未満の方のう

ち、基礎疾患を有する方等に対し、年内

には接種を終えるよう努めます。 

 

 

２ 歯、口腔保健の推進 

歯科衛生士による、乳幼児健診での個

別相談等の実施、また学校や保育所等で

の口腔衛生の重要性を伝えるなど、虫歯

や歯周病の予防を行うことで生涯を通じ

た健康づくりを行います。 

また、高齢者の集いなどに赴いて講習

等を行い、フレイル予防に資するよう努

めます。 

 

 

 

 

【目標の達成度】 

１ 新型コロナウイルスワクチン接種の円

滑な実施 

オミクロン株対応ワクチンの接種につい

ては、１・２回目接種を完了した 12 歳以上

の全ての方を対象に市役所及び市民会館で

の「集団接種」、市内 13医療機関による「個

別接種」を実施し、約 65％の方の接種が終

了しています。 

今後は、国からの接種方針等を見定めた中

で、引き続き市民の生命と健康を守るため、

国・県・君津木更津医師会などの関係機関と

連携しながら、希望する全ての市民にワクチ

ン接種の機会を提供できるよう、取り組んで

まいります。 

２ 歯、口腔保健の推進 

今年度は、「食生活改善サポーター」

や「高齢者のオーラルフレイル予防事

業」での講話や厚生労働省のモデル事業

を活用して胃がん検診時に合わせて「歯

周病リスク検査」などを実施しました。

これらの取組みに加え、周知等を図った

ことにより、成人歯科健康診査の受診者

数が前年度を上回りました。しかしなが

ら、小中学校や保育所での活動は、新型

コロナウイルス感染症の影響により、少

数の実施に留まりました。引き続き検討

してまいります。 



 

３ データヘルス計画の推進 

ＡＩを活用し、対象者に合わせた受診

勧奨通知事業を実施し、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により低迷している特

定健診受診率の向上を図り、受診率の過

去最高値46％を上回ることを目標としま

す。 

また腎臓病地域連携パスを活用し、医

療機関との連携を円滑に推進し、慢性腎

臓病(CKD)重症化予防に取組みます。ま

た、重症化予防対象者の保健指導の実施

に努め、令和３年度（実績）保健指導の

実施率90.0％以上を目標に活動を展開し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ データヘルス計画の推進  

 ＡＩを活用した健診受診勧奨通知事業の実

施と併せ、国保加入手続き時の面接による受

診勧奨、新 40歳や重症化予防対象者への電話

による受診勧奨を強化実施により、特定健診

受診率は 45.2％（Ｒ5.3月末時点）まで向上で

きました。 

 特定健診受診後の保健指導については、地

域医療機関との連携を図りながら、重症化予

防の保健指導を推進し、対象者の 84.3％に保

健指導を実施することができました。 

引き続き、健診受診率の向上を目指し、健診

結果を生かした保健指導を実施することで生

活習慣病の発症・重症化予防に努めてまいり

ます。 

 



 

国民健康保険課 目標 
 

【概要】 

  国民健康保険課は、国保資格給付係、後期・国保賦課係の２係12名で構成し、国民健康

保険及び後期高齢者医療の推進に取り組んでいます。 

国民健康保険課の目標（令和４年度） 国民健康保険課長 平島 光洋 

【基本方向】 

 市民が生涯を通じ、住み慣れた地域で、健康で安心して暮らし続けられるよう、国民健

康保険及び後期高齢者医療制度での保険事業を実施します。 

【達成すべき目標】 

１ 令和５年度国民健康保険税率等の見直

しに係る調整 

安定した国民健康保険事業運営を行う

ため、令和３年度に作成した収支見通し

を基にした税率等の見直し案作成、国民

健康保険事業運営協議会への諮問、国保

税条例の改正、被保険者への周知、シス

テム改修等を経て、令和５年度から改正

税率等を円滑に施行できるよう調整を行

います。 

 

 

２ 後期高齢者医療の窓口負担見直しに伴

う年度内２回の被保険者証の円滑な交付 

令和４年10月からの被保険者に対する

医療機関等窓口での２割負担制度の施行

に伴い、７月（通常）と９月（臨時）の

２回にわたり被保険者証を交付するた

め、広域連合と連携し、被保険者全員に

確実な被保険者証の交付を行います。 

 

３ 18歳以下の国民健康保険税均等割額の

減額の実施 

子育て世帯の経済的負担の軽減を図る

ため、就学児以上18歳以下の被保険者に

係る国民健康保険税均等割額を引き続き

３割減額します。また、令和４年度から

は未就学児については、３割減額から５

割減額に拡充するため、遺漏なく全対象

者への減額を行います。 

【目標の達成度】 

１ 令和５年度国民健康保険税率等の見直

しに係る調整 

収支見通しを基にした税率等の見直し

案の作成、国民健康保険事業運営協議会

への諮問・答申、市議会への改正国保税

条例案の提出・可決を経て、令和４年度

納税通知書へ周知文を同封し、国保だよ

り等への記事掲載により被保険者等にあ

らかじめ周知を行い、令和５年度から改

正税率等を円滑に適用するため準備を進

めました。 

 

２ 後期高齢者医療の窓口負担見直しに伴

う年度内２回の被保険者証の円滑な交付 

広域連合と連携し、被保険者証交付ま

での処理内容、スケジュール等を確認

し、適正に処理を行い、当初の計画どお

り７月及び９月に被保険者全員に被保険

者証を２回交付しました。 

 

 

３ 18歳以下の国民健康保険税均等割額の

減額の実施 

就学児以上18歳以下の被保険者に係る

国民健康保険税均等割額の３割相当額の

減額及び未就学児の被保険者に係る国民

健康保険税均等割額の５割減額を対象者

全員に実施し、子育て世帯の経済的負担

の軽減を図りました。 

 



 

 

４ 保険者努力支援制度（後発医薬品の使

用促進等）による財源確保 

糖尿病等の重症化予防の取組、保険税

の徴収率の向上に関する取組、後発医薬

品の使用促進の取組等を他部局と連携し

て実施し、保険者努力支援制度を着実に

推進し、財源の確保を図ります。 

 

５ 後期高齢者医療保険料徴収率向上 

口座振替の推進や、未納者に対する電

話催告、市税重複滞納者等は納税課への

債権移管により滞納処分等を執行し、徴

収率の向上を目指します。また、令和５

年度からのコンビニ納付の実施に向け着

実に準備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 保険者努力支援制度（後発医薬品の使

用促進等）による財源確保 

  後発医薬品使用促進による医療費適正

化の取組や保険税の徴収率の向上の取組

などを他部署と連携して実施することに

より、特別交付金（保険者努力支援制度

分）の交付を受け財源を確保しました。 

 

５ 後期高齢者医療保険料徴収率向上 

  資格取得者へ口座振替の勧奨や未納者

への電話催告、市税重複滞納者等は納税

課へ債権移管し滞納処分等を執行しまし

た。また、令和５年度からのコンビニ納

付・キャッシュレス決済による納付の導

入に向け、関係機関や電算委託業者と調

整を図り準備を進めました。 

 

 

 


